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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内視鏡治療で使用するマルチ－クリップ装置であって、
ａ）導入チューブと、
ｂ）該導入チューブ内に配置され、該導入チューブに対して前進可能であり、かつ、引き
戻し可能である操作ワイヤと、
ｃ）複数の取り外し可能なクリップであって、各クリップが係合部分と複数のアームと、
該複数のアームの回りに配置される摺動可能なカラーとを有し、該摺動可能なカラーは該
クリップが開いた位置である第一位置と、該クリップが閉じた位置である第二位置との間
で可動であり、該摺動可能なカラーは該第二位置にあるとき該複数のアームの遠位端を対
面方向に動かすようにされ、該摺動可能なカラーは該クリップが該導入チューブ内に位置
しているときの圧縮位置と、該クリップが少なくとも部分的に該導入チューブの遠位端を
越えて位置しているときの拡張した位置との間で可動である拡張可能部分を備え、該拡張
可能部分は該拡張した位置にあるとき該導入チューブの遠位端によって係合されるように
されている、複数の取り外し可能なクリップと、
　を備え、
　該複数の取り外し可能なクリップは、該導入チューブ内に配置され、遠位クリップが近
位クリップの遠位端方向にあるように連続して配列された少なくとも１個の遠位クリップ
と１個の近位クリップとから成り、
　更に、該遠位クリップの係合部分は、該近位クリップの１個以上の該アームにより解放
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可能に係合されていて、該近位クリップの該係合部分は、該操作ワイヤに操作可能に接続
されているマルチ－クリップ装置。
【請求項２】
　該拡張可能な部分は横方向外側向きに付勢された複数の可動アームを備え、該可動アー
ムは該圧縮位置のとき該導入チューブの内径以下の直径を有し、該拡張した位置のとき該
導入チューブの該内径より大きい直径を有する、請求項１に記載のマルチ－クリップ装置
。
【請求項３】
　該取り外し可能なクリップは、それぞれ少なくとも３個のアームを有する、請求項１に
記載のマルチ－クリップ装置。
【請求項４】
　該取り外し可能なクリップのそれぞれの該複数のアームは、目標組織細胞に係合するた
めの内側に向けられた歯を備える、請求項１に記載のマルチ－クリップ装置。
【請求項５】
　該取り外し可能なクリップのそれぞれの該複数のアームは、横方向外側向きに付勢され
ている、請求項１に記載のマルチ－クリップ装置。
【請求項６】
　該遠位クリップの該係合部分は、該近位クリップの該複数のアームの少なくとも一つの
アームの遠位端に配置されている内側に向けられた歯によって解放可能に係合されるよう
にされたループを備える、請求項１に記載のマルチ－クリップ装置。
【請求項７】
　該近位クリップの該係合部分は、該操作ワイヤに取り付けられている、請求項１に記載
のマルチ－クリップ装置。
【請求項８】
　該近位クリップは、鉗子として機能する、請求項７に記載のマルチ－クリップ装置。
【請求項９】
　該複数の取り外し可能なクリップは、該導入チューブ内に連続して配列された第三のク
リップを有し、該第三のクリップは、該遠位クリップの遠位端方向に配置され、更に該第
三のクリップの該係合部分は、該遠位クリップの１個以上の該アームにより解放可能に係
合されている、請求項１に記載のマルチ－クリップ装置。
【請求項１０】
　該複数の取り外し可能なクリップは、該導入チューブ内に連続して配列された第三のク
リップを有し、該第三のクリップは、該近位クリップの近位端方向に配置され、更に該近
位クリップの該係合部分は、該第三のクリップを介して該操作ワイヤに接続されている、
請求項１に記載のマルチ－クリップ装置。
【請求項１１】
　該摺動可能なカラーの該拡張可能部分は、該クリップが導入チューブ内に配置されてい
るときの圧縮位置と、該クリップが少なくとも部分的に該導入チューブの遠位端を越えて
配置されているときの拡張した位置との間で可動である１個以上の可撓性を有するアーム
を有している、請求項１に記載のマルチ－クリップ装置。
【請求項１２】
　該摺動可能なカラーは、該クリップの該アームがそれを通して摺動可能に配置されるル
ーメンを有する、請求項１に記載のマルチ－クリップ装置。
【請求項１３】
　該ルーメンは、該クリップが閉じた位置にあるとき該クリップの該アームの外側面に係
合するようにされたカラーの内側面により画定される、請求項１２に記載のマルチ－クリ
ップ装置。
【請求項１４】
　該カラーの該ルーメンは、該カラーが該クリップの該近位端から外れるのを防ぐために
、該クリップの該係合部分の断面積よりも小さな断面積を有する、請求項１２に記載のマ
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ルチ－クリップ装置。
【請求項１５】
　第一ハンドル部分と該第一部分に対して可動の第二ハンドル部分とを有するハンドルを
更に備え、該第一ハンドル部分は該導入チューブに接続され、該第二ハンドル部分は該操
作ワイヤに接続されており、該第二ハンドル部分に対して該第一ハンドル部分を操作する
ことで、該操作ワイヤが該導入チューブに対して前進させ又は引き戻させる、請求項１に
記載のマルチ－クリップ装置。
【請求項１６】
　該ハンドルは、それを通って流体が通過するようにされた開口を更に備える、請求項１
５に記載のマルチ－クリップ装置。
【請求項１７】
　該開口は、該導入チューブの該遠位端と流体連通している、請求項１６に記載のマルチ
－クリップ装置。
【請求項１８】
　該開口は、該導入チューブのルーメンと流体連通している、請求項１７に記載のマルチ
－クリップ装置。
【請求項１９】
　該摺動可能なカラーは、該開口と該導入チューブの該遠位端との間で流体が通過できる
通路を備える、請求項１７に記載のマルチ－クリップ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、２００５年３月１１日に提出された米国仮出願６０／６６１，２８８号に対
する優先権を主張するものである。
【０００２】
　本発明は、マルチ－クリップ装置に関し、より具体的には胃腸管に沿った血管を止血さ
せるのに使用出来る、或いは、細胞組織またはその種の他のものを保持するための内視鏡
的な道具として複数のクリップを出す装置に関する。
【背景技術】
【０００３】
　通常、クリップは、止血、マーキング及び／又は結紮の目的で体腔の生体組織を掴むた
めに内視鏡を通して体腔内に導入され得る。その上、クリップは、消化性潰瘍、マロリー
・ワイス裂傷（Ｍａｌｌｏｒｙ－Ｗｅｉｓｓ　Ｔｅａｒｓ）、デュラフォイ潰瘍（Ｄｉｅ
ｕｌａｆｏｙ’ｓ　ｌｅｓｉｏｎｓ）、血管腫、乳頭切開後出血（ｐｏｓｔ－ｐａｐｉｌ
ｌｏｔｏｍｙ　ｂｌｅｅｄｉｎｇ）、及び、活動性出血を有する小静脈瘤（Ｓｍａｌｌ　
ｖａｒｉｃｅｓ　ｗｉｔｈ　ａｃｔｉｖｅ　ｂｌｅｅｄｉｎｇ）のような、胃腸の出血に
関する多くの応用例で現在使用されている。
【０００４】
　胃腸の出血は、処置されずに放置されるとしばしば命取りになる若干発症率の高い、深
刻な状態である。この問題は、止血を実現するため、硬化剤の注入や接触熱凝固技術のよ
うな多数の内視鏡的治療の取り組み方の発展を促進してきた。このような取り組み方はし
ばしば効果的であるが、多くの患者においては出血が続き、よって矯正外科手術が必要と
なる。外科手術は高い死亡率及び他の多くの望ましくない副作用と関連する侵襲的な技術
であるので、極めて効果的でさほど侵襲的でない方法へのニーズがある。
【０００５】
　機械的止血装置は、胃腸での適用も含めて体のいろいろな部分で使われてきた。この装
置は、概して、血流を制限し中断するために、血管に十分な収縮力を適用出来るクランプ
、クリップ、ステープル、縫合糸などの形状をしている。しかしながら、従来の止血装置
に関連する問題の一つは、切開カニューレ又はトロカール・カニューレを通して剛性軸の
器具を使用してのみ導入され得るということである。更に、従来の止血装置は、どれも永
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続的な止血をもたらすのに十分頑丈ではないということである。
【０００６】
　一つの解決法としては、米国特許５，７６６，１８９号に述べられたものがあり、血管
回りに閉じられ得る一対の開いたアームを有する取り外し可能なクリップを送り出す装置
を示している。取り外し可能なクリップを有するこのクリップ装置及び他の同様な型の装
置に関する一つの問題として、該装置が単一のクリップしか送り出せないことがある。こ
のようにして、もしも血管が比較的大きいとき、或いは、もしも二つ以上の血管が結紮を
必要とするときには、第二の（或いは第三の）クリップ装置を患者内の目標領域に導入し
なければならなくなり、それによって医療処置の複雑さと施術時間が増大する。従って、
複数の別個の送出装置を導入する必要がなく、或いは、除去したり、再装填したり、その
後でクリップ送出装置に第二の（或いは第三の）取り外し可能なクリップを再導入したり
する必要がなく、複数の取り外し可能なクリップを目標領域に送り出せるクリップ装置へ
のニーズがある。
【０００７】
　本発明のマルチ－クリップ装置は、患者内の目標領域へ複数の取り外し可能なクリップ
を送り出すのが可能であるクリップ送出装置を提供することにより、このそして他の問題
を解決する。
【０００８】
　米国特許５，７６６，１８９号に説明されたクリップ及び一対のアームを有する他の該
様な型のクリップに関するもう一つの問題は、クリップすべき領域を正確に掴むために該
クリップを回転することがしばしば必要になり得るということである。該クリップの回転
は、該クリップを送り出すのに使用されるチューブの曲がりを通る操作ワイヤの運行によ
り、しばしば妨げられたり複雑になったりする。従って、所望の方向に該クリップを回転
する必要なしに、目標領域に送り出しかつ使用し得るクリップへのニーズが存在する。
【０００９】
　本発明のマルチ－クリップ装置は、この、そして他の問題を、少なくとも三つのアーム
を有する取り外し可能なクリップを提供することにより解決する。
【００１０】
　従来の止血装置でよく遭遇するもう一つの問題は、患者の目標領域に到達する前に該ク
リップ装置を送出器具に固定し、その後該クリップがいったん目標部位に取り付けられた
ら、速やかにかつ容易に該クリップ装置を該送出器具から解放することの困難さである。
【００１１】
　本発明のマルチ－クリップ装置は、この、そして他の問題を、摺動カラーによって固定
される保持システムを有する、取り外し可能なクリップを提供することにより解決する。
【００１２】
　従来の止血装置でしばしば出くわすもう一つの問題は、手術部位が血液又は他の体液に
よって不明瞭になったとき、挟まれるべき領域を掴む装置を適切に位置決めする際の困難
さである。例えば、出血中の血管を挟むとき、該血管を囲んでいる領域は、しばしば血液
で満ちていて、それにより、医師が、該血管を見つけ、かつ／又は、挟むことができるの
を妨げる。従って手術部位を生理食塩水で洗浄し、該部位の外科医の視界を遮る可能性の
ある全ての血液又は他の体液を洗い流すことが通常必要となる。この手順は普通、患者内
に導入され、手術部位に向けられた別個のカテーテルを使用することによって遂行される
。別個のカテーテルが必要であることに加えて、この手順はしばしば、カテーテルを導入
し位置決めするのに必要な時間のために、血管を挟むことが遅れるという結果になる。従
って、目標領域から血液又は他の体液を洗浄するために、別に導入するカテーテルを使用
することなく目標領域に適切に位置決めすることの出来るクリップへのニーズがある。
【００１３】
　本発明のマルチ－クリップ装置は、統合された洗浄機能を有するクリップ送出装置を提
供することによって、このそして他の問題を解決する。
【特許文献１】米国仮出願６０／６６１，２８８号



(5) JP 5028556 B2 2012.9.19

10

20

30

40

50

【特許文献２】米国特許５，７６６，１８９号
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　従って、本発明は、医療処置中、傷つけることなく患者の体腔内の細胞組織を確実に掴
める、複数の取り外し可能なクリップを送り出すことの出来る送出装置を提供する。
【００１５】
　本発明の一つの観点からすると、典型的なマルチ－クリップ装置が提供され、それは体
腔内に導入可能である導入チューブを備えている。該導入チューブ（シースとも言及する
）内に配置されるのが、操作ワイヤ（駆動ケーブルとも言及する）である。該操作ワイヤ
は、単独で該導入チューブ内で摺動可能である。言い換えると、該操作ワイヤは、該導入
チューブの動きとは関係なく、進むことも引き戻すことも出来る。
【００１６】
　複数の取り外し可能なクリップが該導入チューブ内に配置される。各クリップは、その
近位端に係合部分と、その遠位端に向かって延びる複数のアームとを有している。該アー
ムは、弾性材料から形成され、該クリップの遠位端に向かって開いた位置となるような形
状になっている。その係合部分は、該操作ワイヤの遠位端により又はもう一つのクリップ
の閉じたアームにより係合され得るように形状付けられている。一つの実施例においては
、該クリップは一対のアームを備え、そしてもう一つの実施例においては、該クリップは
３個以上のアームを備えている。
【００１７】
　拡張可能なカラーは、クリップのアーム回りに摺動可能に配置されていて、該カラーが
遠位端方向にアームの上を動くとき、該カラーは該アームを閉じ、その状態で保持するよ
うに形状付けられている。該カラーは、第一圧縮位置から第二拡張位置まで可動である、
拡張部分を有している。第一圧縮位置のとき、該カラーは導入チューブ内に摺動可能に配
置され、第二拡張位置のとき、該カラーは、該導入チューブが該カラーを該クリップに対
して遠位端方向に進ませるために使用され得るように、導入チューブの遠位端により係合
され得る。
【００１８】
　該クリップは、該導入チューブの内側に連続して配列されている。該操作ワイヤの遠位
端は、最近位クリップの係合部分に係合している。最近位クリップのアームは、遠位端方
向に隣接して位置するクリップの係合部分に係合する。もし備えていれば、追加のクリッ
プは、同様の「頭から尻尾へ」式に互いに接続されている。言い換えると、各クリップは
、その近位端方向に位置する介在クリップの夫々を通して操作ワイヤに接続されている。
【００１９】
　クリップを配備するために、操作ワイヤが該導入チューブに対して遠位端方向に進み、
最遠位のクリップのアームを該導入チューブの遠位端の外に延ばす。この最遠位のクリッ
プは、該カラーの拡張可能部分がその第二形状に拡張するのを可能にするだけ十分に進め
られる。ひとたび該クリップのアームが目標細胞組織に関して位置決めされると、該操作
ワイヤは近位端方向に引き戻され（或いは該導入チューブが遠位端方向に進められ）、該
カラーを該導入チューブの遠位端に係合させる。該操作ワイヤを該導入チューブに対して
近位端方向へ更に動かすことでは、該アームが該細胞組織上で閉じるように、該カラーは
該アームの上を摺動する。該操作ワイヤは、その後、遠位端方向に進められ（或いは、該
導入チューブは、近位端方向に引き戻され）、その次の近位端方向に位置するクリップの
アームを、該アームを広げ配備したクリップを解放するのに十分な距離だけ、該導入チュ
ーブの外に延ばす。この送出装置はその後、もう一つのクリップを配備するために、同じ
手順に従って使用され得る。
【００２０】
　本発明の他の観点からすると、上記のような複数の取り外し可能なクリップを送出する
方法が提供される。本方法は、複数の取り外し可能なクリップを導入チューブ内に配置す
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ることと、連続した配列で互いに接続されることとを含み、そこにおいては最近位クリッ
プが、該導入チューブ内に可動に配置された操作ワイヤに接続されている。該導入チュー
ブの遠位端は、目標細胞組織の近くに位置決めされる。その後、該操作ワイヤが前進し、
該導入チューブから最遠位のクリップを外に出す。ひとたびその外に出たクリップが、目
標組織細胞に関して位置決めされると、該操作ワイヤは、引き戻され、該クリップに摺動
可能に取り付けられた拡張可能なカラーに係合し、該クリップのアームの上を該カラーが
進む。該カラーが該クリップのアームの上を進めることで、該アームは目標組織細胞上又
はその近くで閉じることとなる。その後、該操作ワイヤは前進し、次の近位端方向に位置
するクリップのアームを外に出し開かせ、それによって送出装置から該配備クリップを解
放する。上記のステップは、その後繰り返され、１個以上の追加の取り外し可能なクリッ
プを配備する。該送出装置は次に引き戻され、該配備されたクリップは留置される。
【００２１】
　さらに、他の観点からすると、本発明は統合された洗浄機能を有するマルチ－クリップ
装置を提供することである。該洗浄機能は、該ハンドルの前方部に置かれる開口を含む。
一つの実施例においては、該開口は、該導入チューブ内の空洞又は空いた容積と流体連通
している。もう一つの実施例においては、該開口は、該導入チューブの壁を通って延びる
別個のルーメンと流体連通している。この空洞又はルーメンは、該ハンドルから該導入チ
ューブの遠位端近くまで前方に延びている。その結果、生理食塩水溶液のような全ての流
体は、該ハンドルの該開口を通して注入されると、該空洞又はルーメン内を通過し、該導
入チューブの遠位端の外へと出る。該洗浄機能は、目標細胞組織を掴むために該クリップ
を位置決めする前に及び／又はその間に、手術部位から血液又は他の体液を洗浄すること
を可能にする。　
【００２２】
　上述した洗浄機能を使用する一つの方法によると、該クリップ送出装置の遠位端は、最
初、目標細胞組織が概して位置している手術部位に送り出される。該目標細胞組織が血液
又は他の体液により不明瞭になっていると発見したら、該導入チューブの空洞又はルーメ
ンを流れるように該ハンドルの該開口を通して生理食塩水が注入される。生理食塩水は、
該導入チューブの遠位端近くで該空洞又はルーメンから出て、それにより該目標部位を囲
む領域から全ての血液又は他の体液を洗浄する。該開口を通しての生理食塩水の注入は、
治療の間、手術部位を洗浄するために必要なだけ続けられ、繰り返される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
　本発明は、細胞組織又は同様のものを掴むためのマルチ－クリップ装置を提供する。図
１を参照すると、本発明によるマルチ－クリップ装置の実施例が示されている。該マルチ
－クリップ装置１０は、患者の体腔内に導入可能な導入チューブ１２を含む。導入チュー
ブ１２（シースとも言う）内には、操作ワイヤ１４（駆動ケーブルとも言う）が配置され
ている。操作ワイヤ１４は、導入チューブ１２内で単独で摺動可能である。言い換えれば
、操作ワイヤ１４は、導入チューブ１２の動きとは関係なく前進し、かつ、引き込むこと
ができる。
【００２４】
　導入チューブ１２は、その近位端で前方ハンドル部１６に取り付けられている。操作ワ
イヤ１４は、前方ハンドル部１６を通って延びていて、その近位端で後方ハンドル部１８
に取り付けられている。なお、該後方ハンドル部１８は前方ハンドル部１６の近位側に配
置される。後方ハンドル部１８は、前方ハンドル部１６の近位端部を超えて伸縮自在に延
びる。以下により詳細に説明するように、操作ワイヤ１４の導入チューブ１２に対する長
手軸方向への動きは、後方ハンドル部１８に対する前方ハンドル部１６の長手軸方向への
操作により制御される。
【００２５】
　前方ハンドル部１６は、又、洗浄口２０を含む。該洗浄口２０は、標準の雄型ルアー又
は雌型ルアーフィット、もしくは流体の注入を可能にするその他のバルブ・メカニズムを
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備え得る。洗浄口２０は、前方ハンドル部１６の内部容量と流体連通しており、該前方ハ
ンドル部１６は導入チューブ１２内の空洞又はルーメンと流体連通している。従って、洗
浄口２０を通って注入された全ての流体は、必然的に導入チューブ１２の空洞又はルーメ
ンに入り、続いて導入チューブ１２の遠位端近くの空洞から出ることとなる。言い換えれ
ば、洗浄口２０を通って注入された流体は、マルチ－クリップ装置１０の遠位端から出る
こととなる。
【００２６】
　代替として、空洞又はルーメンを、導入チューブ１２の壁内に配置することが可能であ
る。言い換えれば、導入シースは、流体がその内部を通り、その長さ分だけ通ることので
きる別個のルーメンを備えることが得る。もう一つの代替の実施例として、該ルーメンは
操作ワイヤ１４を通して配置され得る。洗浄口２０は、代替として、後方ハンドル部１８
に、或いはハンドル部のいずれかの遠位側にある導入チューブ１２の一部分に、位置決め
され得ることも理解されたい。
【００２７】
　マルチ－クリップ送出装置１０は、導入チューブ１２内に配置される複数の取り外し可
能なクリップ２２を更に含む。図６と図７に示したように、各クリップ２２は、その近位
端に係合部分２４と、その遠位端に向かって延びる複数のアーム２６とを有する。アーム
２６は、弾性材料から形成されていて、アーム２６がクリップ２２の遠位端に向かって開
放位置となるような形状になっている。各アーム２６は、目標細胞組織を掴むように形状
付けられた内側に対面する突起又は歯２８を有する。該歯２８は、クリップ２２が閉じた
位置にあるとき、互いに重なり合うのが好ましい。個々のアーム２６の長さは、歯２８が
重なり合うのに備えて異なっていてもよい。以下により詳細に説明するように、係合部分
２４は、操作ワイヤ１４の遠位端によって、又は、他方のクリップ２２の閉じたアーム２
６によって係合可能なように形状付けられている。
【００２８】
　図６に示した実施例において、クリップ２２は、単一の細長い弾性材料片を曲げること
により形成される一対のアーム２６を備えている。係合部分２４は、同様に細長い弾性材
料片の中央部分を曲げ、ループを形成するように形成されている。
【００２９】
　図７に示した実施例において、クリップ２２は、三つのアーム２６を備えている。各ア
ーム２６は、それぞれ弾性材料から形成され、溶接又は接着剤のような適切な方法によっ
て中央チューブ３０に付着される。係合部分２４は、それぞれ同様に形成され、中央チュ
ーブ３０の近位端に取り付けられる。三つのアームを使用することで、仮に必要ならば、
クリップ２２を正確な方向に最小限回転させ、クリップ２２が目標組織細胞を掴むのを可
能にする。この実施例には三つのアームが図示されているが、四つ以上のアームを使用し
得ることが考えられる。
【００３０】
　クリップ２２は、ステンレス鋼、ニチノール、プラスチック等の適切な弾性材料から作
られ得るが、生体適合性のある材料が好ましい。クリップ２２に使用される材料は、生物
分解性を有していてもよい。生物分解性材料を使用することで、クリップ２２が所望の期
間後、目標細胞組織から外れ、自然に患者の体の外に出て行くことが可能となる。加えて
、それらのアームは、丸、四角、三角、パイ形状、面取りされた円錐形等の形状を有し得
る。例えば、図６に示すクリップ２２のアーム２６は、矩形で、平棒のような断面を有す
るが、一方、図７に示すクリップ２２のアーム２６は、丸型で、ワイヤのような断面を有
している。三角又はデルタの形状をした断面は、三つのアームを有するクリップにとって
特に利点がある。なぜなら、それは、該アームが導入チューブ１２内に占める断面積の減
少を可能にするからであり、それによって、導入チューブ１２の直径を小さくすることが
可能となるからである。
【００３１】
　拡張可能なカラー３２は、クリップ２２のアーム２６の回りに摺動可能に配置されてい
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て、カラー３２が遠位端に向かってアーム２６上で移動するとき、該カラーは閉じて、ア
ーム２６を閉鎖位置に保持するようにされている。図８に示すように、カラー３２は、第
一圧縮位置から第二拡張位置に移動可能な拡張部分３４を有している。該第一圧縮位置に
あるときは、カラー３２は、導入チューブ１２（図２）内に摺動可能に配置されていても
よく、該第二拡張位置（図３）にあるときは、カラー３２は、導入チューブ１２の遠位端
により係合され、導入チューブ１２がカラー３２をクリップ２２に対して遠位端に向かっ
て前進させるのに使用され得る。
【００３２】
　図８に示した実施例において、拡張部分３４は、カラー３２の近位端に向かって延びる
複数の移動可能なアーム３６を備えている。この移動可能なアーム３６は、導入チューブ
１２の内径より大きい外径を有するように、横方向外側向きに付勢されている。しかし、
そして以下により詳細に説明されるように、移動可能なアーム３６は、カラー３２が導入
チューブ１２内に摺動可能に収まり得るように圧縮可能である。代替として、拡張部分３
４は、該拡張位置から該圧縮位置まで圧縮可能なゴムのような弾性材料を備えていてもよ
い。このような実施例は、いかなる移動可能部品も必要としない。
【００３３】
　カラー３２は、それを通ってクリップ２２が摺動可能に配置される中央ルーメン３８を
更に備える。中央ルーメン３８は、カラー３２がクリップ２２の遠位端に向かって進むと
きクリップ２２のアーム２６を閉じるように寸法づけられている（図４と図５を参照）。
言い換えれば、中央ルーメン３８を画定するカラー３２の壁部分は、カラー３２がクリッ
プ２２に対して遠位端に向かって動くとき、アーム２６の歯２８を押圧して閉じた及び／
又は重なる状態にするように、アーム２６と係合し、アーム２６の横方向外側に向けられ
た力に抗するようにされている。中央ルーメン３８は、カラー３２がクリップ２２から分
離しないよう、クリップ２２の近位端すなわち係合部分２４が該ルーメンを通り過ぎるの
を防ぐように寸法付けられ得る。
【００３４】
　カラー３２の外側面もまた、カラー３２の回り又は該カラーを通して流体の通過を可能
にするように寸法付けられ、かつ／又は形状付けられ得る。以下に説明されるように、治
療部位から全ての血液や体液を洗い流すために、例えば、挿入チューブ１２を通して生理
食塩水を通過させるのが望ましい。このようにして、カラー３２は、その外側面と挿入チ
ューブ１２の内面との間に、それを通って流体が通過できる、隙間を設けるように寸法付
けられてもよい。代替として、カラー３２は、それを通って延びる流路又はルーメンを備
えてもよい。
【００３５】
　拡張可能なカラー３２は、プラスチック、ゴム、ステンレス鋼、ニチノール等の適切な
弾性材料から作られ、生体適合性のある材料であるのが好ましい。カラー３２に使用され
る材料は、生物分解性を有していてもよい。拡張可能なカラー３２は、フライス加工（金
属材料の場合）、射出成形（プラスチックやゴム材料の場合）のような、いずれかの適切
な手順により製造される。図８に示す実施例では三つの可動アーム３６が図示されている
が、使用され得る可動アーム又は部品はいくつであってもよい。例えば、カラー３２は、
導入チューブ１２の遠位端により係合されるように横方向外側向きに延びることのできる
、単一のアーム又は他の可動又は拡張可能な装置を備えてもよい。
【００３６】
　図２で一番よくわかるように、複数のクリップが導入チューブ１２内で連続して配列さ
れている。操作ワイヤ１４の遠位端は、最近位クリップ２２（図２の最も右のクリップ２
２）の係合部分２４に係合している。最近位クリップ２２のアーム２６、より具体的には
歯２８は、隣接の遠位端方向に位置決めされたクリップ２２（図２の最も左のクリップ２
２）の係合部分２４に係合している。導入チューブ１２の内側面は、隣接クリップの係合
部分２４を通して又はその回りに、アーム２６を閉じた位置に保持している。拡張可能な
カラー３２は、各クリップ２２の位置を導入チューブ１２内に保持するのを助けている。
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【００３７】
　図２に示した実施例は二つのクリップ２２を含むが、いかなる数のクリップ２２もマル
チ－クリップ装置１０の導入チューブ１２内に充填可能である。追加のクリップ（図示せ
ず）は、図２に示すように同様の「頭から尻尾へ」式に互いに接続しあうことが可能であ
る。言い換えれば、各クリップ２２は、近位端に向かって位置決めされた、各介在クリッ
プを介して、操作ワイヤ１４にそれぞれ接続されている。このようにして、各介在クリッ
プ２２は、操作ワイヤ１４の延長として機能する。このようにすることで、個々の操作ワ
イヤを個々のクリップ毎に接続する必要がない。
【００３８】
　マルチ－クリップ装置１０の操作を説明する。該装置１０の患者への導入に先立って、
複数のクリップ２２が導入チューブ１２内に配置され、図２に示すように操作ワイヤ１４
に接続される。これは、第一クリップ２２の係合部分２４を操作ワイヤ１４に接続しその
後、第一クリップ２２を導入チューブ１２内に引くために操作ワイヤ１４を引き入れるこ
とにより完遂され得る。第一クリップ２２の拡張可能なカラー３２は、該カラー３２が導
入チューブ１２内に引き入れられるように、圧縮されている必要がある。次いで、第二ク
リップ２２の係合部分２４は、第一クリップ２２のアーム２６に接続される。操作ワイヤ
１４は、第二クリップ２２をその拡張可能なカラー３２と一緒に導入チューブ１２内に引
くために更に引き入れられる。この手順は、所望の数のクリップ２２が装置１０の導入チ
ューブ１２内に充填されるまで繰り返される。
【００３９】
　導入チューブ１２は、その後、事前に体腔内に導入されてある内視鏡の導管又は同様の
装置を経て体腔内に導入される。該体腔が内視鏡により観察されつつ、外側の導入チュー
ブ１２の遠位端部は、治療部位に案内される。
【００４０】
　もしも治療部位が、血液や他の体液により不鮮明である場合は、生理食塩水のような流
体が、前方ハンドル部１６の洗浄口２０を通して注入される。該生理食塩水は、挿入チュ
ーブ１２内の空洞又はルーメンへ入り、その遠位端から出る。生理食塩水はその領域を流
れ、血液又は体液を治療部位から洗い流す。生理食塩水の注入は、（以下に説明する）手
順の残りのステップの間、該領域に血液や他の体液で満たされないように保つために、必
要なだけ続けられ、かつ／又は、繰り返される。
【００４１】
　代わりに、挿入チューブ１２内の空洞又はルーメン内に吸引力を生み出すために、洗浄
口２０を真空としてもよい。この吸引力は、治療部位を囲む領域から血液又は他の体液を
取り除くために使用され得る。
【００４２】
　クリップ２２を展開するためには、導入チューブ１２の遠位端の外に最遠位のクリップ
２２のアーム２６を延ばすために操作ワイヤ１４を導入チューブ１２に対して遠位端方向
に進ませ、これにより、アーム２６が、拡張して開いた形状をとることを可能とする。図
３に示すように、最遠位のクリップ２２（最も左のクリップ２２）も十分に進められ、カ
ラー３２の拡張可能な部分３４がその第二の拡張した形状に延びるのを可能にする。延び
たクリップ２２は、目標細胞組織４０の近くに位置決めされ得る。
【００４３】
　ひとたびクリップ２２のアーム２６が、目標細胞組織４０の近くに位置づけされると、
操作ワイヤ１４は、近位端方向に引き入れられ（又は、導入チューブ１２を遠位端方向に
進め）、カラー３２を導入チューブ１２の遠位端に係合させる。より具体的には、操作ワ
イヤ１４を導入チューブ１２に対して近位方向へ動かすことで、導入チューブ１２の遠位
端はカラー３２の拡張部分３４に係合させる。図４に示すように、さらに操作ワイヤ１４
を導入チューブ１２に対して近位方向へ動かすことで、カラー３２をクリップ２２のアー
ム２６の上を摺動するようにさせて、細胞組織４０上でアーム２６を閉じる。言い換えれ
ば、クリップ２２が導入チューブ１２内に近位端方向に引かれる又は引きこまれるので、
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拡張部分３４はカラー３２が、クリップ２２と同じように引かれる又は引きこまれるのを
妨げる。その結果、カラー３２は、クリップ２２に対して遠位端方向に押される。
【００４４】
　ひとたびクリップ２２が、目標細胞組織４０に固定されると（すなわち、展開されると
）、操作ワイヤ１４は、遠位端方向に進められ（あるいは、導入チューブ１２が近位端方
向に引き込まれ）、展開されたクリップ２２を送出装置１０から開放するか取り外す。よ
り具体的には、図５に示すように、操作ワイヤ１４は、導入チューブ１２に対して遠位端
方向に進められ、次の近位端方向に位置づけされたクリップ２２（最も右のクリップ２２
）とカラー３２アセンブリを導入チューブ１２の遠位端に向かって押し出す。ひとたび次
の近位端方向に位置決めされたクリップ２２のアーム２６が導入チューブ１２の遠位端か
ら外にアーム２６を開くのに十分な距離伸張すると、アーム２６が開いて、展開されたク
リップ２２の係合部分２４から離れ、したがって、展開されたクリップ２２を送出装置１
０から解放する。その後送出装置１０は、上記したと同じ手順に従って、他のクリップ２
２を展開するために使用され得る。
【００４５】
　当初から導入チューブ１２内に充填され得るクリップ２２の数は幾つでもよいことは理
解されたい。その後、各クリップ２２は、クリップが展開された後に、該マルチ－クリッ
プ装置１０を再充填のために引き出すことなく、また追加のクリップ送出装置を導入する
ことなく、医療処置の間、展開されうる。
【００４６】
　マルチ－クリップ装置１０の他の実施例では、最近位のクリップ２２は、操作ワイヤ１
４に取り外せないように取り付けられている。つまり、最近位のクリップ２２は、取り外
し可能ではない。従って、この取り外しできないクリップ２２は、先に展開したクリップ
２２のような目的物を回収する鉗子として機能し、又は、目標部位から細胞組織サンプル
を取るのに利用可能である。取り外しできないクリップ２２は、又、先に展開したクリッ
プ２２を操作し再配置するのに使用できる。
【００４７】
　本発明の好ましい実施例であると現在考えているものを説明したが、当業者は、本発明
の精神から離れることなく本発明への変更と改良がなされるであろうことを理解されたい
。本発明は具体的に異なる機器や装置によって実施され得ることと、本発明自体の範囲か
ら離れることなく機器の細部および操作手順に関して種々の改良がなされ得ることが理解
されたい。
【図面の簡単な説明】
【００４８】
【図１】本発明によるマルチ－クリップ装置の一つの実施例の説明図である。
【図２】取り外し可能なクリップが展開される前の、図１のマルチ－クリップ装置の遠位
端の断面図である。
【図３】取り外し可能なクリップが展開される第一段階中の、図１のマルチ－クリップ装
置の遠位端の断面図である。
【図４】取り外し可能なクリップが展開される第二段階中の、図１のマルチ－クリップ装
置の遠位端の断面図である。
【図５】取り外し可能なクリップが展開及び解放された後の、図１のマルチ－クリップ装
置の遠位端の断面図である。
【図６】本発明の取り外し可能なクリップの第一実施例の斜視図である。
【図７】本発明の取り外し可能なクリップの第二実施例の斜視図である。
【図８】本発明の拡張可能なカラーの実施例の斜視図である。
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